
  

一 

令和 7 年 7 月 4 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４０５５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
全
部
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
全
部
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示 

○ 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
百
四
十
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
百
五
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

公 
 

告 

○ 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
別
表
第
一
建
設
業
法
□
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
に
規
定
す
る
建
設
業
許
可
申
請
手
数
料
□
建
設
業
許
可
更
新

申
請
手
数
料
□
経
営
規
模
等
評
価
手
数
料
及
び
総
合
評
定
値
通
知
手
数
料
の
納
付
事
務
の
委
託
を
受
け
る

指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名

称 

住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地 

納
付
事
務
の
委
託
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
期
間 

指
定
を
し
た
日 

株
式
会
社
エ
フ
レ
ジ 

大
阪
府
大
阪
市
北
区

大
深
町
四
番
二
〇
号

グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大

阪
タ
ワ
□
Ａ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で 

令
和
七
年
四
月

一
日 

 

  

千
葉
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
六
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
四
十
七
号
□
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指

定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

大
山
野
二
四 

君
津
市
大
山
野
□
皿
引
及
び
宮
下
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
君
津
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

大
山
野
二
四 

君
津
市
大
山
野
□
皿
引
及
び
宮
下
の
区
域

の
う
ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
君
津
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号
□
土
砂
災

害
警
戒
区
域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

根
戸
一 

柏
市
根
戸
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
柏
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

7

月

4

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４０５５号 令和 7 年 7 月 4 日 (金曜日) 
  

千
葉
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
六
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
五
十
号
□
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

大
山
野
二
四 

君
津
市
大
山
野
□
皿
引
及
び
宮

下
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
君
津
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

大
山
野
二
四 

君
津
市
大
山
野
□
皿
引
及
び
宮

下
の
区
域
の
う
ち
□
次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
君
津
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号
□
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
の
一
部
を
解

除
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

布
佐
八 

我
孫
子
市
布
佐
の
区
域
の
う

ち
□
次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
柏
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号
□
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号
□
土
砂
災

害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
□
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除

す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

根
戸
一 

柏
市
根
戸
の
区
域
の
う
ち
□
次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 

□
□
次
の
図
面
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
柏
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

     千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

４
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

７
年

７
月

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

飯
 

田
 

 
浩

 
子

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 



  

三 

令和 7 年 7 月 4 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４０５５号 
 

 
 

 

                                   

 
 

 
 

                                    

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
１

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

７
年

９
月

８
日

（
月

曜
日

）
か

ら
１

８
日

（
木

曜
日

）
ま

で
（

千
葉

県
の

休
日

に
関

す
る

条
例

（
平

成
元

年
千

葉
県

条
例

第
１

号
）

第
１

条
に

規
定

す
る

県
の

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午

後
５

時
ま

で
 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
１

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下

「
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

１
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
１

級
の

 

 
 

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
規

則
第

８
条

の
合

格
証

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

１
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

５
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

 

 
 

 
申

込
み

は
、

受
け

付
け

な
い

。
 

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

７
年

７
月

２
８

日
（

月
曜

日
）

か
ら

８
月

１
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号

の
受

講
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

添
付

書
類

と
と

も
に

受
講

申
込

票
を

提
出

し
た

警
察

署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

７
年

８
月

１
８

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
２

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
１

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

 

 
 

 
 

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

及
び

履
歴

書
 

 
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
 

 
 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

 
 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
 

 
 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

４
７

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

現
金

又
は

別
に

定
め

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

決
済

に
よ

り
、

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０
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千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

５
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

７
年

７
月

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

飯
 

田
 

 
浩

 
子

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
１

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

７
年

９
月

１
２

日
（

金
曜

日
）

か
ら

１
８

日
（

木
曜

日
）

ま
で

（
千

葉
県

の
休

日
に

関
す

る
条

例
（

平
成

元
年

千
葉

県
条

例
第

１
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら

午
後

５
時

ま
で

 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 
 

１
号

警
備

業
務

以
外

の
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
法

第
２

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

又
は

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関

す
る

規
則

（
昭

和
５

８
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

第
７

条

に
規

定
す

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
修

了
証

明
書

（
以

下
「

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
１

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下

「
検

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
検

定
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

１
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
検

定
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

検
定

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
検

定
規

則
第

８
条

の
合

格
証

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

検
定

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

１
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

７
年

７
月

２
８

日
（

月
曜

日
）

か
ら

８
月

１
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

講
習

規
則

別
記

様
式

第
１

号
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
添

付
書

類
と

と
も

に
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

７
年

８
月

１
８

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
２

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
１

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

、
履

歴
書

及
び

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

の
写

し
 

 
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 



  

五 

令和 7 年 7 月 4 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４０５５号 
 

 
 

 

           

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
百
四
十
九
号 

 

千
葉
県
海
面
に
お
け
る
遊
漁
の
ま
き
餌
釣
り
に
つ
い
て
□
漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十

七
号
□
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
指
示
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 

石 

井 
 

春 

人 
 

 

一 

次
の
１
か
ら
３
ま
で
の
区
域
内
に
お
い
て
□
船
舶
を
使
用
す
る
遊
漁
の
ま
き
餌
釣
り
は
行
□
て
は
な

ら
な
い
□ 

 

１ 

次
の
ア
□
イ
□
ウ
及
び
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
□
て
囲
ま

れ
た
区
域 

 
 

ア 

天
面
漁
港
合
せ
灯
標
柱 

 
 

イ 

北
緯
三
五
度
三
分
五
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
五
分
二
〇
秒
の
点 

 
 

ウ 

北
緯
三
五
度
四
分
一
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
六
分
の
点 

 
 

エ 

鴨
川
市
天
面
と
同
市
太
海
と
の
境
界
標
柱 

 

２ 

次
の
ア
□
イ
□
ウ
□
エ
□
オ
□
カ
□
キ
□
ク
□
ケ
□
コ
□
サ
□
シ
□
ス
□
セ
□
ソ
□
タ
及
び
チ
の

各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
□
て
囲
ま
れ
た
区
域 

 
 

ア 

漁
業
権
基
点
南
七
十
三
号
□
鴨
川
市
と
勝
浦
市
と
の
境
界
付
近
に
設
置
し
た
標
柱
□ 

 
 

イ 

北
緯
三
五
度
六
分
一
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
一
二
分
四
〇
秒
の
点 

 
 

ウ 

北
緯
三
五
度
六
分
一
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
一
四
分
二
〇
秒
の
点 

 
 

エ 

北
緯
三
五
度
六
分
五
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
一
五
分
五
〇
秒
の
点 

 
 

オ 

北
緯
三
五
度
六
分
五
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
一
七
分
四
〇
秒
の
点 

 
 

カ 

北
緯
三
五
度
七
分
一
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
一
八
分
一
〇
秒
の
点 

 
 

キ 

北
緯
三
五
度
七
分
二
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
一
九
分
五
〇
秒
の
点 

 
 

ク 

北
緯
三
五
度
七
分
□
東
経
一
四
〇
度
一
九
分
四
〇
秒
の
点 

 
 

ケ 

北
緯
三
五
度
七
分
一
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
二
〇
分
三
〇
秒
の
点 

 
 

コ 

北
緯
三
五
度
七
分
二
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
二
〇
分
五
〇
秒
の
点 

 
 

サ 

北
緯
三
五
度
七
分
五
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
二
一
分
一
〇
秒
の
点 

 
 

シ 

北
緯
三
五
度
八
分
三
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
二
三
分
の
点 

 
 

ス 

北
緯
三
五
度
九
分
五
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
二
一
分
一
〇
秒
の
点 

 
 

セ 

北
緯
三
五
度
一
〇
分
□
東
経
一
四
〇
度
二
一
分
五
〇
秒
の
点 

 
 

ソ 

北
緯
三
五
度
九
分
五
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
二
二
分
四
〇
秒
の
点 

 
 

タ 

北
緯
三
五
度
一
一
分
□
東
経
一
四
〇
度
二
四
分
四
〇
秒
の
点 

 
 

チ 

漁
業
権
基
点
南
七
十
九
号
の
一
□
夷
隅
郡
御
宿
町
と
い
す
み
市
と
の
境
界
付
近
に
設
置
し
た
標

柱
□ 

 

３ 

外
川
漁
港
東
防
波
堤
灯
台
中
心
点
か
ら
半
径
一
二
海
里
以
内
の
千
葉
県
海
面
の
う
ち
□
次
の
ア
□

イ
□
ウ
及
び
エ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
以
東
の
区
域 

 
 

ア 

北
緯
三
五
度
四
一
分
五
三
秒
□
東
経
一
四
〇
度
四
五
分
四
〇
秒
の
点
□
磯
見
川
河
口
中
心 

 
 

 

点
□ 

 
 

イ 

北
緯
三
五
度
三
九
分
四
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
四
七
分
四
〇
秒
の
点 

 
 

ウ 

北
緯
三
五
度
三
九
分
一
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
四
四
分
一
〇
秒
の
点 

 
 

エ 

北
緯
三
五
度
二
九
分
五
〇
秒
□
東
経
一
四
〇
度
四
八
分
五
〇
秒
の
点 

二 

船
舶
を
使
用
し
て
遊
漁
の
ま
き
餌
釣
り
を
す
る
場
合
の
ま
き
餌
使
用
量
の
基
準
は
□
次
の
と
お
り
と

す
る
□
た
だ
し
□
当
該
ま
き
餌
の
使
用
に
当
た
□
て
は
□
基
準
内
の
量
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
□
て
も

必
要
最
小
限
の
量
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

１ 

南
房
総
市
大
房
岬
突
端
と
神
奈
川
県
三
浦
市
剱
埼
灯
台
中
心
点
と
を
結
ん
だ
線
以
北
の
海
面
に
お

い
て
は
□
一
人
一
日
当
た
り
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内 

 

２ 

１
以
外
の
海
面
に
お
い
て
は
□
一
人
一
日
当
た
り
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
内 

三 

船
舶
を
使
用
し
な
い
で
遊
漁
の
ま
き
餌
釣
り
を
す
る
場
合
は
□
当
該
ま
き
餌
の
使
用
量
は
必
要
最
小

限
の
量
と
し
□
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
区
域
に
あ
□
て
は
□
漁
業
権
者
の
漁
場
管
理
に
協
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

四 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
□
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
□ 

 
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
百
五
十
号 

 

千
葉
県
海
面
に
お
け
る
が
ざ
み
類
の
採
捕
に
つ
い
て
□
漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

号
□
以
下
□
法
□
と
い
う
□
□
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
指
示
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 

石 

井 
 

春 

人 

一 

採
捕
の
制
限 

 
 

千
葉
県
海
面
□
二
に
掲
げ
る
区
域
に
限
る
□
□
に
お
い
て
は
□
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

２
３

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

現
金

又
は

別
に

定
め

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

決
済

に
よ

り
、

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１４０５５号 令和 7 年 7 月 4 日 (金曜日) 

十
日
ま
で
の
間
□
三
に
掲
げ
る
時
間
に
限
る
□
□
□
が
ざ
み
類
□
が
ざ
み
□
た
い
わ
ん
が
ざ
み
及
び
い

し
が
に
を
い
う
□
□
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
□ 

二 
採
捕
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

共
同
漁
業
権
共
第
二
号
及
び
共
第
三
号
□
令
和
五
年
九
月
一
日
免
許
□
の
漁
場
の
区
域 

三 

採
捕
を
制
限
す
る
時
間 

 
 

午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
及
び
午
後
五
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で 

四 

適
用
除
外 

 
 

一
の
制
限
は
□
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
□
適
用
し
な
い
□ 

 

１ 

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
千
葉
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
に
基
づ
い

て
漁
業
を
営
む
場
合 

 

２ 

二
に
掲
げ
る
区
域
内
に
設
定
さ
れ
て
い
る
共
同
漁
業
権
の
組
合
員
行
使
権
を
有
す
る
者
が
当
該
権

利
に
基
づ
い
て
漁
業
を
営
む
場
合 

 

３ 

試
験
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合 

公

告 

 
 

 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

建
設
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
処
分

し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

商
号 

竹
内
建
設
株
式
会
社 

二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

印
西
市
原
一
丁
目
一
番
地
五 

三 

代
表
者
の
氏
名 

竹
内
義
政 

四 

許
可
番
号 

千
葉
県
知
事
許
可
□
特―

三
□
第
八
三
一
四
号 

五 

処
分
の
内
容 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止 

 

１ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 

土
木
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
□
公
共
工
事
□
国
□
地
方
公
共
団

体
□
法
人
税
法
□
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
□
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
□
地
方
公
共
団

体
を
除
く
□
□
若
し
く
は
建
設
業
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
□
第
十
八
条

に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整

備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
□
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

事
業
に
係
る
建
設
工
事
を
い
う
□
□
に
係
る
も
の 

 

２ 

期
間 

 
 

 

令
和
七
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
の
一
年
間 

六 

処
分
の
原
因
と
な
□
た
事
実 

令
和
六
年
六
月
三
日
に
千
葉
地
方
裁
判
所
か
ら
□
刑
法
□
明
治
四
十

年
法
律
第
四
十
五
号
□
第
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
元
役
員
を
懲
役
刑
に
処
す
る
旨
の
判
決
□
執
行

猶
予
付
き
□
が
あ
り
□
こ
れ
が
確
定
し
て
お
り
□
こ
の
こ
と
が
□
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
□ 

七 

処
分
を
し
た
日 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

                                 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


